
倶知安町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和６年５月20日

倶知安町要綱第40号

（目的）

第１条 この要綱は、国内における不妊治療のうち厚生労働省において先進医療として

告示された技術（厚生労働省へ当該先進医療実施届出をした医療機関で実施されたも

のに限る。以下「先進不妊治療」という。）に要する費用の一部を助成することによ

り、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

（実施主体）

第２条 実施主体は、倶知安町とする。

（助成対象者）

第３条 この事業の対象となる者は、次の全ての要件に該当する者（以下「対象者」と

いう。）とする。

(1) 婚姻をしている夫婦（事実婚関係にある者を含む。）

(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 夫婦のいずれかが申請時に倶知安町内に住所を有する者

（助成対象経費）

第４条 この助成が対象とする経費は、次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。

(1) 治療費 対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治

療に要した治療費

(2) 交通費 対象者が、前号に規定する先進不妊治療のため、自宅から医療機関まで

の移動に要した交通費。ただし、自宅から片道25Kmを超える場合に限る。

（助成交付額の算定方法）

第５条 この助成の交付額は、１回につき別表に定める助成対象経費と助成基準額のい

ずれか低い額に助成率を乗じて得た額（小数点以下切捨て）とする。

（助成の制限）

第６条 初めて助成を受ける際の先進不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満の場

合は６回、40歳以上の場合は３回を超える治療は、助成対象外とする。ただし、助成

を受けた後に出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合については、この限

りでない。

２ 助成対象となる１回の治療に対して５回を超える交通費は、助成対象外とする。

３ 助成を受けようとする先進不妊治療について、他の市町村から費用の助成を受ける

場合又は受ける見込みのある場合は、助成対象外とする。

（助成の申請）



第７条 助成を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了

した日又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日

（以下「基準日」という。）の属する年度内に、原則として１回の検査・治療の終了

毎に、基準日の翌日から60日以内に倶知安町長に対し、先進不妊治療費等助成事業申

請書（別記様式第１号）に次の書類を添付して申請を行うものとする。

(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書（別記様式第２号）

(2) 世帯全員が記載されている住民票の写し（記載事項（個人番号を除く。）を省略

していない発行日から３月以内のもの）

(3) 先進不妊治療に係る領収書の写し

(4) 事実婚関係に関する申立書（事実婚関係にある場合に限る。）（別記様式第３

号）

(5) その他対象者等の確認に必要な書類

２ 前項第２号及び第４号の書類については、同一年度内における２回目以降の申請に

おいて、変更がない場合は添付を省略することができる。

３ 助成を受けた者が前条第１項ただし書きの規定を適用する場合は、出産の事実を確

認できる書類（住民票及び戸籍謄本）又は死産の事実を確認できる書類（死産届の写

し等）を提出するものとする。

（助成の決定）

第８条 町長は、前条の申請の内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、先進不妊治療

費等助成金交付（不交付）決定通知書（別記様式第４号）により申請者に通知するも

のとする。

２ 町長は、前条の申請の内容が適切と認め、助成金の交付の決定を前項の通知書によ

り通知した場合は、申請者が指定する金融機関口座に助成金を振り込むものとする。

３ 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

（助成台帳）

第９条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握し

なければならない。

（個人情報の保護）

第１０条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しな

ければならない。

（その他）

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年５月20日から施行し、令和５年４月１日以降に開始した先進

不妊治療から適用するものとする。



（経過措置）

２ 基準日が前項に定める要綱施行日以前の者に限り、第７条の規定にかかわらず、申

請期限を令和６年９月30日又は基準日の翌日から60日以内のいずれか遅い日までとす

る。

別表（第５条関係）

(1) 治療費

(2) 交通費

１ 区分 ２ 助成対象経費 ３ 助成基準額 ４ 助成率

治療費 事業の対象となる者が、医

療機関において検査・治療を

受けたときに要した治療費

50,000円

(交付1回当たり)

10分の７

１ 区分 ２ 助成対象経費 ３ 助成基準額 ４ 助成率

交通費 対象となる者が、医療機関

において検査・治療を受けた

ときに要した交通費

（１回の治療に対して、５

回を限度とする。）

３分の２
距離区分

補助単価

（往復）

25kmを超えて50

kmまで
1,430円

50kmを超えて75

kmまで
2,450円

75kmを超えて10

0kmまで
3,200円

100kmを超えて1

25kmまで
4,520円

125kmを超えて1

50kmまで
5,150円

150kmを超えて1

75kmまで
5,880円

175kmを超えて2

00kmまで
6,720円

200kmを超えて2

25kmまで
8,080円

225kmを超えて2

50kmまで
8,820円

250kmを超えて2

75kmまで
9,550円

275km 10,180円



(交付１回当たり)

※自宅から医療機関まで

の距離に応じた区分とす

る。

を超える


